
644 第十入　裁剣及登記

　　　第三四一表 第一審特別法犯被告人終局匝分 績

刑 ノ 言 渡 無罪 管轄 豫審 不受 懲治

法規　違犯　種 別
死刑

懲 役 禁鋼 」罰金拘留 1 及免
剣事

�r
理及 合　計

　1ｳ期1有期 有期　1 ｝
科料 計

訴 蓮 付 消滅 場

禦議難蜘男
R事二關スル違犯

ｴ他二閲ス，レ違犯

女
l
l
l
こ

」
＿
1
：
：

：
：

　1

@
3
認
　
、
　
7
8
　
　
－
　
‘
－
1
1
，
9
3
3
∋
　
2
6

5gl

u
3
1
当
　
「

　｜U
．
5
3
8
1
3
．
7
4
7
1
6
，
9
4
g
i
遍
　
1

…
認
8

…
l
l
6
，
6
4
5
　
4
4
1
！
1

7
，
1
5
6
｛
亀
8
9
9
1
1
あ
7
1
引
7
．
6
6
3
1
2
4
6
1

ト2U
1
9
；
5
驚

竺
三
1
1

：
：
：

4
1
』
1
｝

」
三
二

7，384

R，922

P3，950

@72
W，209

@263

線　　　　　　計
男
女
計

：
一

＿1
一一 @2，745
@　67　1

ﾋ2，812

3821・亀4・6

R；認；

［　73

@15
@88

7，939

Q00

W，139

39，54511，372
S1：lil認　　ド

1

51

P
5
2

：
一

42

R
4
5

8
1
9

41，018

U，139

S7，157

明　　治　四　　十

ｯ　　　　三十九
年
年 こ 1

一

2，755

R，204 6

　，R1ｸli； 82

S7

8，184

T，489

43，361

R8，267

1，526

P，316

68

U4
：

45

U2
3
一

45，003

R9，709

同　　　　三十　入 年 一 一
3，275 10 24，368 69 2，426 30，148 1，233 127 1 41 3 31，553

同　　　　三十七 年 一
2 4，136 283 26，642 88 2，413 33，564 1，739 97

一
61

一
35，461

同　　　　三　十　六 年 一 一
5，738 2221 30，608 219 10，079 4ぴ86612・5361 99

一
106

一
49，607

本表中不受理及消滅ノ欄明治四十一年二係，レモノハ不受理ノミノ事實ナリ次表モ亦同シ

一・¥

第三四二表 地方裁判所別第一審特別法犯被告人終局匿分明治四＋一年

刑　　　　　　ノ　　　　　言　　　　　渡 ｝⇒管轄
控
訴
院

地方裁列所
死刑

懲　　　役 i禁鋼

豫審

侮俣

途付

�

受理

y憤

ﾅ�

治場

�
計　　　　　　罰無

i醐醐1�
1拘留已�

�
免訴

� �
　　　　　　　　　　i� 　　　　　　　　l�

　　　1京i藷闘膓

濱liこ
　　　1）s
　　葉
　　　　ム、

戸l
撃ｱ

都宮日こ

　　　　）、　　和
　　　　）、

　橋　1こ

』岡

?ｱ
府已こ
野｝：こ

1
8
　
　
3
2
5
2
2
3
1
1
3
0
9
2
4
1

b
ハ
0

∪
81

1
　
1
3
一
2
一

3
8
1
1
2
6
1

3

6U
O

O
ワ
●

・
80

0
V

0
1

●
－02
▲
8

b
ワ
・

9
“

占
9
＝

4
凸

一
寸
⊥

9
0
6
4
1
2
6

3
4
5
6
6
5
5

1
2
1
3
1
3
2

0
V
V
8

9
自

1

i
1
1

｝

i
1

｛
1

エ
054

0
4

1
▲

∩
δ∪
61
・
5一

22

1
4
2
4
3
3
6
2
5

・
6　
1
⊥
P
O

　
　
　
　
↑
0
4
－
　
3
ρ
0
　
1
ー
ム9
臼∂
11

’
0

7
．
b
－
▲

］

∂
31

0
ム

⊥
4
ユ

り
7
‘3

ぶ
’
∂

冗
0
K
U

●
6

V
O

ム
9
一

∂
民
σ
0
V

ム
ー

b
O
0
1
2

δ
3

4羽

・
つ
⇔

孕
7
°

9
已

1O
1

4
▲

－
一
3
一
一
1
1
一
－
一
＝
　
＝
－
一
一
5

63

P
6
「
1
9
5
1
5
2
2
4
6
2
2
3
2
2
1
7
1
1
8
4
3
0
1

－
＝
＝
一
＝
二
＝
＝
＝
2

⊥
－
⊥

O
O
V

●
ワ
8

・
1

1
（
612

9⊥73
V
8
0
0

芦
0

9
●

丁
⊥2
Q
V

▲
O
V1
0
白0
1
2

り
4
▲

O
O
り
2

●
8

7
■2
ヴ
・4
1
0
4

v

三四二表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十八　蝋及登記　　　　c45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
方裁判所別第一審特別法犯被告人終局匿分　　績

訴
院
一
束
京
一
大

剣
二
付
�

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
1
ー
　
ー
ー
　
ー
ー

管
�

⊥
∩
0
　
8
Q
V
�－
一
＝
3
1
1
一
4
一
＝
－
一
＝
1
0
1
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
ー

｜
　
　
　
l
　
　
r
　
‘
　
i
　
　
　
I
　
　
‘
1
　
－
　
　
－
罪
　
免
無
　
及
�

　
　
　
　
1
　
1
　
－
　
1
違
訴
�

　
　
‘
－
P
O
　
O
2
π
b
　
　
　
ヴ
ー
3
　
2
�

田
6
9
；
H
3
。
－
田
．
。
U
－
額
7
9
2
蹴
3
1

ビ
リ
　
2
0
「
⊥
4
▲
　
4
4
5
5
ρ
β
　
E
O
4
�

ー
1
6
9
0
0
0
5
1
4
8
1
3
1
8
1
6
2
8
4
0
9
9
0
0
0
8
5
3
8
8
7
9
1
8
6
2
8
6
6
7
5
4
2
’
6
，
2
1
7
9
3
　
　
2
4
3
3
6
5
2
1
β
β
　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

b
n
O
　
3
ウ
】
ワ
゜
－
　
［
0
2
1
4
β
　
゜
　
－
�

1
4
9
6
9
9
3
9
6
6
6
2
0
9
6
2
7
8
7
5
3
3
0
1
7
2
2
8
2
6
2
1
4
4
3
9
1
1
4
4
6
3
7
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
ー

拘
�

4
一
9
3
�

2
5
4
＝
3
2
＝
　
一
5
1
1
1
一
＝
1
0
1
4

言
ノ
刑
�

罰
�

6
　
3
9
．
O
V
O
V
　
3
9
臼
3
3
β
β
　
3
9
担
�

76
P4

Q1
T5

R4
W9

Q6
R2

O6
W9

P4
O5

T9
U8

V0
O2

W2
P5

T1

W
メ
ー
1
5
6
3
　
　
1
4
2
2
5
5
2
］
6
，
ユ
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
1

』
�

有
�

11
U9

S4
@
　
ー
1
　
－
－
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
ー
ー

懲
�

有
1
期
無
�

ゆ
ワ
’
　
合
δ
ε
0
3
1
　
’
0
4
　
5
�

32
T
3
1
2
0
3
6
5
3
3
0
4
3
3
2
2
3
1
4
9
9
1
0
一
3
6
2
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
＝
�

　
＝
　
＝
　
二
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
l
　
l

」
∋
ー
芳
死
�

�　
＝
－
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
＝
　
　
一

非
闘
　
　
　
非
闘
�

席
“
≡
離
席
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

剣
裁
方
地
�

名古屋翻：l

：濃：ii　ll

　井　：：　：

金　澤　：こ　：

　山　1こ　二

計　　：こ　：

　不受懲治

理及
　消滅1場

　E　：

　§｝

　2　：

12：
－1　－　　一
一1　－　　　一

　三　二

　丁　：

R：

ill！l膓

　　　　　　　　　く

1松　　江　　）、
　　　　　　）s
　　　　　　　　　　　　　｝s
l松　　山，
　　　　　　｝tS
i岡　山　：こ

i鳥　取　1こ

計i：1

1㌃司
　　11　2i1
　　　　　　　　

　E　LO
　14811

b
i
1

l

l

l
l
；
1

i

1
；
i
l

Sl引ll　lgl竺
20　　　21　　　　　　15　　　388　　　　　　　　　　　　18
79　　　　－1　　　　36　　　　　218　　　　－

　　　　
451i　26405344　　　　　　　　　　ユ73　　　　　　　　　　　　　

⑪111夢　嶽竺
l；÷；9111；・1
07　　　　1　　　　　89　　　　416　　　　19

95　　　　1　　　　　83　　　　379　　　　　2

，909　　　　　7　　　　　370　　　2，480　　　　105

87　　　　　4　　　　　421　　　1，433　　　　　8

12
T一

P
1
2
2
3
3
一
＝
1
7
3
1

00
03

94
71

24
81

27
93

40
05

正4

07

，099

，560

　；？1

｛、ll

　、器

l、li
illi

ll；

i己

07
，459

81
34

71
90

71
45

21
31

68
86

，919
，748

11
O1

V一

P
5
6
2
0
1
0
2
3
1
2
0
4
2
6
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

一
一
2
＝

一
1
1
4鋼
－

⊥
－

2

　
一一

一
－
一
一
2
　
　
3
2

1

ニ
ー
二
三

り
0
4

ロ

4
凸
4
5

・
ヒ
0
9
砧
∩
δ

O
p
O
g
O
3

　
〆
0
4
」

6
1
6
9
0
1
3
5
9
0
6
3
9
7
4
1
0
6
3

9
9
0
0
8
4
4
1
8
9
9
2
8
9
3
9
7
8
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
3
3
6
5
2
1
9
9

4
2
6
2
1
8
9
4

　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

3
6
0
9
5
1
1
6
6
5
2
9
7

5
0
2
0
7
7
3
3
8
3
8
8
4

1
4
2
4
1
2
1
4
3
4
3
5
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

44
，471

98
34

86
97

92
55

47
36

89
90

，056

，783



融《s　　　　第十八　裁列及登記

　　　　　　　も
　　　第三四二表 地方裁判朋別第一審特別法犯被告人終局匿分 績

計
合

治
懲
　
　
場

10

P
1
1
一
－
＝
－
一
＝
1
一
一
2
招
5

受
　
及
滅
不
　
理
　
苗
、
　
ー
　
ー
，
　
　
1
－
1
ー
ー
審
事
途
豫
列
二
付
ー
　
ー
　
　
　
　
r
－
　
，
　
ー
1
　
　
　
　
1
　
ー

轄
管
　
　
違

一
－
＝
2
1
1
一
＝
　
＝
　
＝
1
一
4
2

58

U
3
0
二
；
6
弩
鴉
2
竺
1
3
蹴
2
4

翻
㌫
欝
㌶
懸
㍑
饗
9
。
蹴
認
　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
O
O
　
　
　
　
ー
　
オ
　
ー
　
　
ー
ー
　
｜
　
ト
　
　
ー

料
科

闘
議
㌫
塁
欝
晶
捉
．
。
』
揺
　
　
　
　
ー
　
l
　
l
　
　
　
，
　
ー
　
　
　
ー
　
1
1
　
　
ー
　
　
　
　
ー
　
｝
　
ー
ー
‘
　
　
　
　
－

1
留
拘

一
－
1
一
－
一
二
3
1
了
＝
］
一
6
3

渡
言
ノ
刑

金
罰

鰯
認
肪
錯
緒
㌫
認
諾
㍑
漂
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2
　
　
　
　
　
1
　
　
ー
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

期
声
期
無

刑
死

＝
　
＝
　
＝
　
二
　
＝
　
＝
　
二
　
二
　
二

所
剣
裁
方
地

崎
　
賀
　
岡
　
分
　
本
　
島
　
崎
　
覇
　
　
　
　
　
見
　
　
　
　
　
計
長
　
佐
　
稲
　
大
　
熊
　
鹿
　
宮
　
那

凶

訴
院

長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎

1
仙

宮
i　　の　　｝稲
i
山

　l

　i盛

i秋

1青

窒1欝

島
形
岡
田
森

ハ　
“　
　
“

　
　
　
“

　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

ー
　

，
　
…
「
「

　
　
　
　
1
．
ー

66
11

145
17

125
　6

74

　7

140
29

125
26

一
3
三
＝
3
2
一
6
3
1
1

418
888

3】2

295

190
179

295
414

568
352

364
341

一
2
二
二
4
一
＝
2
一

・
i
l
i
引il
l

：
i
95

捌　計　い　1　　　　　　　　　　　　　）、　　　　　　｛

に：i 6
器

，§

乳、4，12・4691

珀霞 3，Ol9

Q．9941

函
　
　
　
　
　
　
館

函　　館

D　　幌

ｪ　　室

秩@　太

@計
黶@　，　⌒一→　一　　一　　　　　“　　　’．　　一

@　　計

：
：
：
1
：
こ
：
1

非闘席」一　・61・1218i一閥　席　　一　　一　　　11　1｝　264‘　］　　　　＿　　　　＿i　　　　　　　　　　31　　　483　　　　　7

@　　　：に閂二　　　　斗：1631§

　　　　　　34i
?Fいlll濡二　　　　　　　　　　　　　　　‘

@　　　　　　　　司

　771　－
@83：　－
R511　－

W
8
4
1
7
1
，
3
2
9
｝
　
　
1
　
　
1

；
l
i
l
l
塁
1
1
4
5
0
3
5
5

器
6
1
鷺
召
1
3
認
1
，
4
1
2
】
，
6
9
3緯

一非闘席

ｬ　　i
@計

　一1
＝u一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一一｛一

　　3i－…一一…一…一

16，9811　50
P7，168‘　：う8

R4・149188

3，016

T，123

W，139

22，848

Q2，722

S5，570

1
，
1
，

明治四　十　年
ｯ　　三十九年
ｯ　　三十八年
ｯ　　三十七年
ｯ　　三十六年

当　I
hl　－
Q｝＿
磨@2⇒　　一

3，204

R，275

S，136

T，738

2
・
5
5
い
1
8
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
1
0
　
　
　
　
2
8
3
　
　
　
　
2
2
2

3
駕
0
2
1
1
8
2
｝
8
，
1
8
4
　
　
　
1
2
9
，
5
2
0
2
4
，
3
6
8
㌶
1

　47已489　6912，426188已4・3　　　｜　219110，079

　　　1Sあ36中，

Z
1
：
　
　
　
‘
3
3
．
5
6
4
！
　
　
　
　
1
，
4
駕
8
6
6
巨

1謝5目

竃lli

｛Ili　Lgi

729　　361
391　　　7

　　　　1112e‘gl

　　　　］64｛

　　　　22i

　　　　13｝

　　　　，5

　　　　9

　　　　：

　　　　；

　　　　111

　　一了禰

　　　1，481i

本表及前各表中二包含ス，・外國人ノ糊ll法犯被告人員チ法規ノ種別二依回商鎖…・レ・吹ノ如シ

三i三…

11一にI
l…二

　　：1：
　　　　1　＿＿1

1　：：－1

　　：1：1
31　．」　　1

　31　－1　11

　1　1　i
二　二　二i

　　　　　　　　321
　　　：日

　　　：　Il

2：ii　3
劃二舗

霞二62’
驚…：三、

8
8
0
5
5
9
7
2
5
9
2
7
7
0

6
3
0
1
5
1
2
7
6
9
7
7
8
2

5
0
5
4
3
2
4
4
7
3
5
4
1
0

　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

6
3
0
5
4
1
8
6
8
5

9
5
3
2
8
7
9
5
0
0

2
3
9
8
ユ
ー
　
3
5
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

O
V
只
U
7
‘

0
0
1
だ
O

O
4
0
V
¶
⊥

4
9
匂
ワ
‘

2
2
4 ③

δ
O
V
3
1
7
8

∩
V
O
P
O
ρ
0
0

0
7
0
P
O
4
ム
ρ
O

P
O
9
1
5
9

4
3
3
3
4

～

第三四二表

第十八裁判及登記

地方裁判所別第一審特別法犯被告人終局匿分

647

績

　　明　　治

i有期懲役罰

　　一1

　　＿1

年
，
計一

罪
㎏

＋
料

四
｜
瞬

　
金

‥工1彫＋1同三欄計
九年　　　　　　　｛七年　　　六年

　　　　　　　　　　　　　　　19：　　　　1i　　　　　　　　　　21｛　　　　　16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　　31

　　　　　　　　　　　　　　　　7・　　　　　　　　　　　　　　　　　71　　　　　　　　　　　　　6…　　　　　15　　　　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－l

　　　　　　　　　　　　li　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li

　　　　　　　　　「一’
　　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　31i　29　13i　23　34　26

ヌ、本表ノ外清韓領事厩ニテ虚断セシ被告人且チ次二掲ク但＝V明治三十九年以降韓國二於ケルモノハ理事鯉ノ所轄二属セシチ以

　　　　　　明治三十六年　同　三十七年同　三十へ年1同　三十九年同　四十一年

第三四三表 特別法犯即決魔分被告人員及終局雇分 明治四十一年

　　　　■＼ふ　声

被　　　告　　　人

1
刑　　　　ノ　　　言　　　　渡

無　　　i珀 免　　　除

拘　　留1科　　料1法規違犯種別 一一一一

男　　女　1計　　i　　i

男　1女i男 女
　計 男 女 男

租税専買二關スル違犯

岦M運輸二闘スル違犯

､事産業二關スル違犯
q生、警察、著作、出版、

V聞紙二關スル違犯
R事二關スハレ違犯

ｴ他二關ス〃蓮犯

　406

Q，682

P，333

Q，185

@220

@248

343

S4

X79

|
1
9

別
己
　
　
　
1
，
3
7
7
　
　
　
3
，
1
6
4
　
　
　
2
2
0
　
　
　
2
6
7

　　一

@　一
@　　5

@　　5

@　　3

@　一
黷秩|

@　13

　1

鼈
鼈
黷
Q
－
1

　76
Q，676

P，320

Q，163

@205

@244

　3

R43

S4

X72

|
1
8

　79

R，019

P，369

R，142

@208

@263

一
一
一
一
一
一

一
一
一
：
一

330

@6
@8

P17

z2

@4

18

|
－
5
－
一

縄　　　　　　計 7，074 1，406 8，480 3 6，684 1，380 8，080
一 一

377 23

年
年
年
年
年

　
九
八
七
六

＋
＋
＋
＋
＋

四
三
三
三
三

治
明
同
同
同
同

6，7S211，280

8，593　　　1，415

14，609　　　1，686

14，014　　　1，345

10，489　　　1，126

8，062：

10・008…

16，2951

15，359｜

11ﾟ・

30シ

28

58

］02

16

2

6，518

8，086

14，200

13，　327

9，980

1，257

1，396

1，663

1，321

1，096

7，805

9，512

15，921

14，750

11，092

68

150

53

253

74

12　　166

3　3291
9　2981
8　332　1

　　　　　
8“gl

1
4
凸
4
冷
0
0
4

1
噌
1
1
1
9
4


